
西成区人権啓発推進会規約 

 

 

（名称） 

第１条 本会は、西成区人権啓発推進会と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は基本的人権の尊重を理念とする憲法の趣旨に沿い、区民の人権意識の確

立と高揚を図り、もって人権尊重の明るい町づくりをめざすため、西成区役所と協働し

て、次の活動を行う。 

（１）西成区における人権啓発推進事業に関すること 

（２）西成区における人権啓発の推進に関する情報の交換及び相互の連絡調整 

（３）その他、人権施策の推進に必要と認める事項 

 

（組織） 

第３条 本会は、別表に掲げる、第２条の目的に賛同し、その活動に協力する団体及び

本会の認めた団体をもって組織する。 

 

（役員） 

第４条 本会に次の役員をおく。 

（１）会 長   １名 

（２）副会長   ２名 

 

（役員の職務） 

第５条 会長は本会を代表し会務を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

 

（役員の選任） 

第６条 本会の役員の選出は会員相互の互選とする。 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とする。ただし再選を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（参与） 

第８条 本会に参与をおき、区長その他本会において適当と認める者をもってあてる。 

２ 参与は本会の運営に関し、意見を述べることができる。 

 



（会議） 

第９条 本会の会議は会長が招集し、その議長となる。 

 

（実務者会議の設置） 

第１０条 本会に実務者会議をおく。 

２ 実務者会議は、区役所が行う人権啓発事業の計画に関して検討し、本会の意見を区

役所に述べる。 

 

（実務者会議の構成委員） 

第１１条 実務者会議の構成委員は、会員の中から会長が指名する。 

２ 実務者会議の構成委員の任期は２年とする。ただし再選を妨げない。 

３ 補欠により選任された構成委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

（実務者会議） 

第１２条 実務者会議は、会長が招集する。なお、議長については構成委員の互選によ

り決定する。 

 

（規約の改正） 

第１３条 本規約は会議出席者の過半数の承認をもって、改正することができる。 

 

（事務局） 

第１４条 本会の庶務は大阪市西成区役所が処理する。 

 

 

 

附 則 

この規約は昭和５３年１０月１９日から施行する。 

 平成１９年６月２８日一部改正 

 平成２２年６月２５日一部改正 

 平成２３年６月２７日一部改正 

 平成２４年７月１１日一部改正 

 令和６年７月１０日一部改正 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

 

西成区人権啓発推進会 組織一覧 
 

西成区地域振興会 

西成区社会福祉協議会 

西成区民生委員児童委員協議会 

人権啓発推進員西成区連絡会 

西成人権協会 

大阪市企業人権協議会西成支部 

西成地区保護司会 

西成地区更生保護女性会 

西成区老人クラブ連合会 

西成区母と子の共励会 

西成区身体障害者団体協議会 

一般社団法人大阪市西成区医師会 

一般社団法人西成区歯科医師会 

一般社団法人西成区薬剤師会 

西成区体育厚生協会 

西成区子ども会育成連合会 

西成区青少年指導員連絡協議会 

西成区ＰＴＡ協議会 

一般社団法人西成産業会 

西成区商店会連盟 

在日本大韓民国民団大阪府西成支部 

在日本朝鮮人総聯合会大阪府西大阪支部 

社会福祉法人白寿会 

萩之茶屋社会福祉協議会 

わかくさ保育園 

西成区内公立小学校 

西成区内公立中学校 

西成区内公立幼稚園 

西成区内公立保育所 

（順不同） 

 

 


